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東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例 

第 12 条第１項の規定に基づく表現活動の概要等の公表について 

 

 

 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例（以下「条例」という。）

第 14 条の規定により設置する審査会（以下「審査会」という。）の意見を踏まえ、以下のとおり条例

第 12 条の規定に基づき表現活動の概要等を公表する。 

 

 

１ 表現活動の内容 

令和元年９月１日、東京都墨田区内の集会における以下の言動 

(1)「犯人は不逞朝鮮人、朝鮮人コリアンだったのです。」 

 

(2)「不逞在日朝鮮人たちによって身内を殺され、家を焼かれ、財物を奪われ、女子供を強姦された

多くの日本人たち」 

 

(3)「その中にあって日本政府は、不逞朝鮮人ではない鮮人の保護を」 

 

 

２ 都の対応 

(1) 上記１について、条例第 12 条第２項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は、不逞朝鮮人

という言葉を用いながら、本邦外出身者を著しく侮蔑し、地域社会から排除することを煽動する

目的を持っていたものと考えられる。 

また、当該発言がなされた日時、場所、その他の態様等に照らせば、別の集会に対して挑発的意

図をもって発せられたものであって、その表現内容も朝鮮人を貶め、傷つける差別的表現であるこ

とから、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認められるため、適切な措置をとる

べきとの審査会の意見を聴取した。 

 

(2) 条例第 13 条第 1 項の規定に基づき、審査会の意見を踏まえ、都としては、上記１の表現は、条

例第８条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動であると判断し

た。 

 

(3) 都は、条例第 12 条第１項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対する

不当な差別的言動はあってはならないものとして、その解消を推進していく。 


